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令和８年度宮城県ものづくり産業魅力発信イベント企画運営等業務 

企画提案募集要領 

 

この要領は、令和８年度宮城県ものづくり産業魅力発信イベント企画運営等業務（以下「本業務」と

いう。）を委託するに当たり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も適格

と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

  

１ 募集事項  

（１）業務名  

令和８年度宮城県ものづくり産業魅力発信イベント企画運営等業務 

（２）事業目的 

県内ものづくり産業の一層の振興に向け、県内小中学生とその保護者を対象に、体験や実習を中心

としたイベントを開催することにより、ものづくりへの興味・関心を高めるとともに、それらの魅力

を発信し、将来、担い手となる人材の裾野拡大等を図ることを目的とする。 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和９年３月１０日（水）まで  

（４）事業費（委託上限額） 

４，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※この金額は本事業に係る予算規模を示したものであり、契約時の予定価格を示すものではない 

 

２ 応募資格 

プロポーザルへの参加を申し込む者は、次の全ての資格要件に該当する者とする。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

（２）本業務の募集開始時から企画提案書提出までの間に、宮城県の「物品調達等に係る競争入札の

参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当しない者。 

（３）宮城県県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者又は再

生手続開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生手続開始の決定を受け

た者を除く。）でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は更

生手続開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更生手続開始の決定を受け

た者を除く。）でないこと。 

（６）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号（別表１）に規定

する措置要件に該当しない者。 
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（７）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当しな

い者。 

（８）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当しない

者。 

（９）宮城県内に活動拠点（本社又は営業所等）を有し、本業務を的確に遂行する能力を有する者で

あること。 

 

３ スケジュール  

募集開始から契約締結、業務着手までの予定は下表のとおりである。  

企画提案の募集開始 令和８年４月１４日（火）  

質問受付  
令和８年４月１４日（火）から 

令和８年５月７日（木）正午まで  

質問への回答  令和８年５月１２日（火）までに順次回答  

企画提案書の提出期限  令和８年５月１９日（火）午後５時必着  

企画提案書の書面審査 

（応募者が３者を超えた場合に限る） 
提出期限後、速やかに実施 

書面審査の結果通知 

（応募者が３者を超えた場合に限る） 
令和８年５月２６日（火） 

プレゼンテーション審査に係る連絡 

（日時、場所、注意事項など） 
令和８年５月２６日（火） 

企画提案書のプレゼンテーション審査 

（宮城県行政庁舎内で開催） 
令和８年６月１日（月） 

審査結果の通知 令和８年６月上旬 

見積合わせ、契約の締結 令和８年６月中旬  

業務開始 契約締結後 

委託契約終了 令和９年３月１０日（水）まで  

 

４ 企画提案に関する質問受付及び回答  

（１）受付期間  

令和８年４月１４日（火）から５月７日（木）正午まで 

（２）提出方法  

企画提案に係る質問書（様式第１号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

なお、電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

＜質問書提出先＞ shinsank@pref.miyagi.lg.jp 

   宮城県経済商工観光部 新産業振興課 高度電子機械産業振興班 

※メールの件名を「ものづくり産業魅力発信イベント企画提案に係る質問書」とすること 

mailto:shinsank@pref.miyagi.lg.jp
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（３）回答方法 

令和８年５月１２日（火）までに、宮城県経済商工観光部新産業振興課のホームページに回答を順

次掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについて

は、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容によっては回答しないこともある。 

 

５ 企画提案書の提出等  

（１）提出書類  

ア 企画提案参加申込書（様式第２号） 

イ 企画提案書（Ａ４横版・横書き・日本語２０ページ以内（表紙及び目次は含まない。）） 

ウ 参考見積書（任意様式） 

エ 応募資格に係る宣誓書（様式第３号） 

オ 類似業務の実績（該当する場合のみ） 

（２）提出方法  

ア 提出期限 

令和８年５月１９日（火）午後５時必着 

イ 提出方法  

電子申請システム（LoGoフォーム）により提出すること。 

ウ 提出先 

令和８年度宮城県ものづくり産業魅力発信イベント企画運営等業務に係る企画提案 

募集フォーム 

https://logoform.jp/form/GQGB/1459628 

（３）留意事項  

ア 企画提案は１者につき１案とする。 

イ 提出された書類の差替え、変更及び取消は認めない。また、提出された書類は返却しない。 

ウ 審査は提出された企画提案書類及びプレゼンテーションに基づき行うが、企画提案書類の提出

後、内容について確認や説明を求めることがある。 

エ 企画提案の提出に係る全ての経費は、応募者の負担とする。 

オ 提出した企画提案を取り下げる場合は、速やかに取下願（様式第４号）を提出すること。ただ

し、取下願を提出した場合、再度の企画提案は認めない。 

カ 提出された企画提案書類は行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０

号）等による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き開示するこ

ととなるので留意すること。 

 

 

 

https://logoform.jp/form/GQGB/1459628
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６ 提出物への記載事項等 

（１）企画提案書の構成 

ア 表紙 

業務名、事業者名、所在地、代表者、担当者（所属・氏名）及び担当者の連絡先（電話番号・

メールアドレス）を記載すること。 

イ 目次 

本文の項目及びページ番号を記載すること。 

ウ 本文 

・本業務実施に係るコンセプト（イベントタイトル、イベント全体のコンセプト及び設定理由

等を記載すること） 

・業務内容（イベントの内容及び期待される効果等について記載すること。） 

エ 体制等 

・業務のスケジュール 

・業務実施体制 

（２）参考見積書（任意様式） 

ア 本業務に係る一切の経費は全て計上すること。 

イ 仕様書の項目ごとに、数量、単位、単価を明示し、費用の内訳、積算根拠が分かるように記載

すること。また、消費税及び地方消費税の金額を算出し、合計金額を記載すること。  

ウ 参考見積書は、企画提案を審査する際の参考にするものであり、契約締結の際は再度、見積書

の提出を求める。 

（３）類似業務の実績（該当する場合のみ） 

ア 官民を問わず、これまで実施した代表的な類似業務が分かる資料があれば提出すること。 

イ 過去２年以内に国や自治体から受注した代表的な業務があれば提出すること。 

 

７ 企画提案の審査及び業務委託候補者の選定 

（１）評価・選定の体制 

ア 企画提案は、県が設置する選定委員会において、評価基準（別表２）に基づき審査する。 

イ 業務委託候補者の選定に当たっては、最高順位最多取得方式により、各委員の１位を最も多く

取得した応募者１者を選定する。 

ウ イにより１位を同数取得した応募者が複数いる場合には、各委員の点数を単純に合算し、その

合計点が最も高い応募者を業務委託候補者として選定する。ただし、合計点が同点の応募者が

複数いる場合は、委員の協議によって業務委託候補者を選定する。 

エ イ及びウの規定に関わらず、合計点が６割に満たなかった場合は、優秀な企画がなかったもの

とみなし、再度、企画提案を募集する。 
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オ 応募者がおおむね３者を超えた場合は、選定委員会において企画提案書による書面審査を実施

し、上位３者程度によるプレゼンテーション審査を行う。 

カ 応募者が１者のみであった場合は、合計点が６割以上となった場合に、業務委託候補者として

決定する。 

（２）書面審査 

ア 実施日時 

提出期限後、速やかに実施する。 

イ 実施方法 

企画提案書により、評価基準（別表２）に基づいて審査し、上位３者程度を選定する。 

ウ 結果通知 

令和８年５月２６日（火）までに、全ての応募者に審査結果を通知する。 

（３）プレゼンテーション審査 

ア 日時 

令和８年６月１日（月）に実施する。時間の詳細は、応募者に別途通知する。 

イ 場所 

宮城県行政庁舎内で実施する。場所の詳細は、応募者に別途通知する。  

ウ 実施方法 

（ア）プレゼンテーションへの出席者は１者につき３名以内とする。 

（イ）１者当たりの持ち時間は３０分以内（説明１５分以内、質疑応答１５分以内）とし、県が

指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

（ウ）事前に提出された企画提案書類に基づいてプレゼンテーションを行うこと。 

（エ）当日の新たな資料配付は、企画提案書類の差し替えや変更に当たらず、補足説明の範囲を

超えないものに限り認める。配布する場合は７部持参すること。 

（オ）会場には、プロジェクタ又はモニター及びＨＤＭＩケーブルを用意するので、パソコンを

持参してプレゼンテーションを実施してもよい。 

（４）審査結果の通知および公表 

審査結果は、応募者全員に文書により通知する。また、「入札結果等の公表要領（平成２０年４月

１日施行）」に基づき、見積合わせの結果及び選定に係る以下の事項を公表する。 

ア 応募者の名称 

イ 選定された候補者の名称と得点 

ウ 他の応募者の得点（得点を点数順に記載するのみで、参加者名は列記しない） 

エ 選定委員名 

（５）業務委託候補者の選定の取消 

次の場合は、業務委託候補者の選定を取消し、評価順位が次点の者を業務委託候補者とする。 

ア 業務委託候補者が辞退した場合 
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イ 委託契約を締結するまでの間に、２の応募資格を有しないことが判明した場合 

  

８ 失格事由  

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）故意に選定委員会の委員に接触する等審査の公平性に影響を与える行為があった場合。  

（２）提出書類に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合。  

（３）本募集要領等に従っていない場合。  

（４）同一の応募者が、２件以上の企画提案書を提出した場合。  

（５）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、第９４条

（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案。  

（６）その他、応募者として適切でない行為をしたと選定委員会が判断した場合。  

 

９ 委託契約の締結 

（１）委託契約先 

本業務は、原則として、業務委託候補者に委託する。  

（２）仕様の決定 

委託する仕様の内容は、仕様書及び企画提案の内容を踏まえ、県と業務委託候補者とで協議の上、

決定する。 

（３）見積合わせの実施  

県は、業務委託候補者と、財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）に定める随意契約の手続によ

り、予定価格の範囲内で見積合わせを行い、本業務を委託するものとする。 

（４）契約保証金 

業務委託候補者は、契約保証金として契約額の１００分の１０以上の額を契約締結前に納付しなけ

ればならない。ただし、財務規則第１１４条第１項各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は

一部を免除することがある。 

（５）その他  

本業務の実施により知り得た業務上の秘密は、第三者に漏えいしてはならない。  

  

１０ 問合せ先 

宮城県経済商工観光部新産業振興課 高度電子機械産業振興班 

電 話 ０２２－２１１－２７１５ 

メール shinsank@pref.miyagi.lg.jp 

〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎１４階）  

 

  

mailto:shinsank@pref.miyagi.lg.jp
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（別表１）宮城県入札契約暴力団等排除要綱 別表  

措  置  要  件  

１ 登録業者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表

者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合

は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員である場合、又は

暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。  

２ 登録業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）

の威力を利用するなどしていたと認められるとき。  

３ 登録業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認めら

れる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協

力し、又は関与していると認められるとき。  

４ 登録業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。  

５ 登録業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に

利用していると認められるとき。  

※使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。  

 

 

（別表２）評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

基本事項 業務実施体制及び実施方法が具体的かつ実施可能なものであるか。 ５ 

イベントの 

実施内容 

イベントのコンセプトは、本業務の趣旨を理解し、委託業務の目的を

達成できるような内容となっているか。 
５ 

イベントの実施内容は県内小中学生とその保護者の興味関心を引き出

し、集客等が見込めるものとなっているか。 
１０ 

イベントの実施内容は県内ものづくり産業への興味・関心を高めると

ともに、それらの魅力を発信するものとなっているか。 
１０ 

会場選定及びスケジュール等は対象者が参加しやすい内容となってい

るか。 
５ 

集客のために効果的な募集案内となっているか。 ５ 

追加提案 その他、本事業の効果拡大に繋がる取組みが提案されているか。 ５ 

その他 類似業務の実績を有しているか。 ５ 

合計 ５０ 

 


